一関市告示第125号
　一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。
　　令和８年４月１日
一関市長　佐　藤　善　仁　　　　　　
一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金交付要綱
（目的）
第１　農作業の効率化による生産性の向上を図るため、農業者等がスマート農業機械（以下「機械」という。）を導入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則（平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。）及びこの告示により補助金を交付する。
（補助金の交付対象者）
第２　補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、次のいずれにも該当する者とする。
　⑴　補助金の交付の申請をする日において、農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第１項に規定する地域計画のうち、同条第３項に規定する地図（以下「目標地図」という。）に位置付けられた者
　⑵　補助金の交付の申請をする年の前年において農業収入がある者
⑶　補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から３年間継続して農業経営を行う意思がある者
⑷　国、県、市、他の地方公共団体等からこの告示による補助金と同様の補助金等の交付を受けていない者
⑸　一関市暴力団等排除措置要綱（平成28年一関市告示第69号）第２第６号に規定する排除措置対象者でない者
　（補助金の交付対象経費）
第３　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次のいずれにも該当する機械の導入に要する経費とする。
⑴　販売を目的とした農作物の生産に要する機械であること。
⑵　農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログに記載のある技術又はこれらと同等以上と認められる技術を用いた機械（運用に必要な附属品一式を含む。）であること。ただし、農作物の生産以外の用途に容易に転用できるような汎用性の高いものは除く。
⑶　中古の機械の場合は、使用可能期間が２年以上であることを販売店等が証明できるものであること。
⑷　機械を買い替える場合であって、買い替え前の機械の下取りによる収入がある場合は、当該収入額を減額した額を機械の価格とする。
⑸　申請日と同一年度に導入する機械であること。
　（補助金の額等）
第４　補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額以内の額（その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額）で、機械１台あたり50万円を上限とし、同一の補助対象者につき年度内１台限りとする。ただし、仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。）がある場合は、これを減額して申請しなければならない。
（補助対象経費の変更）
第５　規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する市長の定める軽微な変更は、補助対象経費の額の３割以内の変更とする。
（申請の取下期日）
第６　規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
（提出書類及び提出期限）
第７　規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期限は、別表のとおりとする。
（前金払）
第８　補助金の前金払を請求しようとするときは、一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金前金払請求書（様式第５号）を市長に提出するものとする。
（事業実施状況の報告）
第９　補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から４年間、一関市スマート農業機械導入支援事業実施報告書（様式第６号）を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
（補則）
第10　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。　
別表（第７関係）
	条項
	提出書類及び添付書類
	様式
	提出期限

	規則第４条の規定による書類
	一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金交付申請書
	第１号
	別に定める。

	
	１　一関市スマート農業機械導入支援事業計画書
	第２号
	

	
	２　補助金の交付の申請をする年の前年の農業収入がわかる書類
	
	

	
	３　導入する機械の規格・能力がわかる書類
	
	

	
	４　見積書の写し
	
	

	
	５　その他市長が必要と認める書類
	
	

	規則第６条第１項第１号、第２号及び第３号の規定による書類
	一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金変更（中止・廃止）承認申請書
	第３号
	別に定める。

	
	１　一関市スマート農業機械導入支援事業変更計画書
	第２号
	

	
	２　その他市長が必要と認める書類
	
	

	規則第13条第１項の規定による書類
	一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金請求（精算）書
	第４号
	別に定める。

	
	１　一関市スマート農業機械導入支援事業実績書
	第２号
	

	
	２　契約書の写し
	
	

	
	３　請求書の写し
	
	

	
	４　領収書の写し
	
	

	
	５　申請者名義の通帳の写し
	
	

	
	６　その他市長が必要と認める書類
	
	


様式第１号（別表関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　一関市長　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者（法人等の場合は、名称及び代表者氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金交付申請書
　　　　年度において、一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を申請します。
　補助金交付申請額　　　　　　金　　　　　　　　　円
様式第２号（別表関係）
一関市スマート農業機械導入支援事業（変更）計画（実績）書
１　申請者の概要
⑴　経営概要（事業実施年度における耕作作物及び経営面積）
	耕作作物
	

	経営面積
	ha


　⑵　消費税の課税区分
	□
	課税事業者（消費額等を除く金額で補助金申請）

	□
	簡易課税事業者（消費税額等を含む金額で補助金申請）

	□
	免税事業者（消費税額等を含む金額で補助金申請）


２　事業の内容
	機械の名称
	

	規格、型式等
	

	対象作物
	

	機械の保管・設置場所（住所）
	

	事業完了（予定）年月日
	


３　経費の配分
	事業内容
（機械の名称）
	事業費
	負担区分
	備　考

	
	
	市補助金
	その他
	

	
	
	
	
	


　　※　補助金申請額：事業費×１/２（1,000円未満切り捨て）
４　収支予算（精算）
　⑴　収入の部
	区　分
	本年度予算額
（本年度精算額）
	前年度予算額
（本年度予算額）
	比　較
	備　考

	
	
	
	増
	減
	

	市補助金
	
	
	
	
	

	自己負担等
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	


　⑵　支出の部
	区　分
	本年度予算額
（本年度精算額）
	前年度予算額
（本年度予算額）
	比　較
	備　考

	
	
	
	増
	減
	

	事業費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	


５　添付書類
⑴　補助金の交付の申請をする年の前年の農業収入がわかる書類（申告書、決算書の写し等）
⑵　導入する機械の規格・能力がわかる書類（カタログの写し等）
⑶　見積書の写し
⑷　中古の機械を購入する場合は、耐用年数が２年以上であることを証する書類（販売店等が発行する使用可能期間証明書等の写し）
⑸　その他市長が必要と認める書類
様式第３号（別表関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　一関市長　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　申請者（法人等の場合は、名称及び代表者氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　
一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金変更（中止・廃止）承認申請書
　　　　年　月　日付け一関市指令　　第　　号で補助金の交付決定通知があった一関市スマート農業機械導入支援事業の実施について、下記のとおり変更（中止・廃止）したいので、一関市補助金交付規則により関係書類を添えて承認を申請します。
記
１　変更後の補助金申請額　　　　　金　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　（既決定額　　　　　　　　　　円）
２　変更（中止・廃止）の理由
３　添付書類
　⑴　事業変更計画書（様式第２号）
　⑵　その他市長が必要と認める書類
注　添付書類は、変更前と変更後とを容易に比較対照できるように、変更前を上段に、変更後を下段に記載すること。
様式第４号（別表関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　一関市長　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者（法人等の場合は、名称及び代表者氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金交付請求（精算）書
　　　　年　月　日付け一関市指令　　第　　号で補助金の交付決定通知があった一関市スマート農業機械導入支援事業が完了しましたので、関係書類を添えて、次のとおり補助金を請求します。
１　請求金額　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　 円
　　　　　　　　補助金交付決定額　　　　　　　　　　 円
　　　　　　　　前金払受領済額 　               　 円
２　補助金の振込先
	金融機関名
	　　　　　　　銀行・金庫・農協 
	本・支店名
	　店　

	口座番号
	普通 ・ 総合 ・ 当座
	
	
	
	
	
	
	

	
	振込先がゆうちょ銀行の場合

	
	記号（6ケタ目がある場合は※部分に記入）
	番号（右づめで記入）

	
	
	
	
	
	
	※
	
	
	
	
	
	
	
	

	（フリガナ）
口座名義
	　

	
	　


３　添付書類
⑴　契約書の写し
⑵　請求書の写し
⑶　領収書の写し
　⑷　中古の機械を購入する場合は、耐用年数が２年以上であることを証する書類（販売店等が発行する使用可能期間証明書等の写し）
⑸　申請者名義の通帳の写し（金融機関名、支店、口座番号及び名義人のカナ表示がある箇所）
⑹　その他市長が必要と認める書類
様式第５号（第８関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　一関市長　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者（法人等の場合は、名称及び代表者氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
一関市スマート農業機械導入支援事業費補助金前金払請求書
　　　年　月　日付け一関市指令　　第　号で補助金の交付の決定の通知があった一関市スマート農業機械導入支援事業について、補助金の前金払を受けたいので、次のとおり請求します。
１　今回の前金払請求額
金　　　　　　　　　　円
補助金交付決定額
金　　　　　　　　　　円
　　既受領額　　　金　　　　　　　　　　円
２　理由
３　補助金の振込先
	金融機関名
	　　　　　　　銀行・金庫・農協 
	本・支店名
	　店　

	口座番号
	普通 ・ 総合 ・ 当座
	
	
	
	
	
	
	

	
	振込先がゆうちょ銀行の場合

	
	記号（6ケタ目がある場合は※部分に記入）
	番号（右づめで記入）

	
	
	
	
	
	
	※
	
	
	
	
	
	
	
	

	（フリガナ）
口座名義
	　

	
	　


※　申請者名義の通帳の写し（金融機関名、支店、口座番号及び名義人のカナ表示がある箇所）を添付すること。
様式第６号（第９関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　一関市長　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者（法人等の場合は、名称及び代表者氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
一関市スマート農業機械導入支援事業実施報告書
　　　　年度において、一関市スマート農業機械導入支援事業を実施した状況について、関係書類を添えて、次のとおり報告します。
１　事業実施年度及び導入機械
	事業実施年度
	年度

	導入機械
	


２　経営概要（前年度における耕作作物及び経営面積）
	耕作作物
	

	経営面積
	ha


３　添付書類
　⑴　導入した機械の利用記録簿（作業日誌等）
　⑵　前年の農業収入がわかる書類（申告書、決算書の写し等）
　⑶　その他市長が必要と認める書類
2

